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　富山労働局は、富山県内における唯一の国の総合労働行政機関です。
　本冊子は、業務の概要をお知らせするとともに、令和５年度において重点的に取り組むことと
している施策について、取りまとめたものです。
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第1　人材育成・人材確保・雇用維持に向けた支援

１　人材育成の推進
　地域における人材ニーズなどをふまえて「富山県地域職業訓練実施計画」を策定し、積極
的に周知・広報を行うことにより、ハロートレーニング（公的職業訓練）の活用促進を図る
とともに、的確な職業訓練の受講あっせんに努めます。
　また、従業員に対して職務に関連した専門的知識及び技能の習得を目的とする訓練を実施
した事業主に対する「人材開発支援助成金」の周知・活用促進を図ります。
　特に、人への投資の抜本的な強化を図る「人への投資促進コース」や、新規事業の立ち上
げなどを支援する「事業展開等リスキリング支援コース」の積極的な制度周知・活用勧奨に
努めます。

　地域のニーズに対応した職業訓練の実施により、人材育成及び就職支援の強化を行うとと
もに、人への投資を抜本的に強化するため、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」
の積極的な活用勧奨に取り組みます。
　また、人手不足分野の人材確保を推進するため、的確なマッチング等による支援を行います。
　さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職やシフトの減少を余儀なくされた
労働者の雇用の維持・継続に取り組みます。

2　人材不足分野への人材確保支援の推進
　求人事業主に対する充足支援サービスとして、求職者ニーズに沿った求人条件の設定に向
けた助言、事業所訪問による求人票以上の情報の収集、企業ＰＲシートによる魅力ある情報
の発信、求人者と求職者が直接会えるミニ面接会やオンライン面接会の定期開催などを積極
的に実施し、求人事業主の人材確保を支援します。
　特に、医療・介護・福祉・保育、建設、
警備、運輸など雇用吸収力の高い分野につ
いては、ハローワーク富山に設置している
「人材確保・就職総合支援コーナー」及び
ハローワーク高岡に設置している｢人材確保
対策コーナー｣を中心に、関係団体などと連
携した人材確保支援の充実を図るととも
に、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求
人充足に向けた条件緩和指導、事業所見学
会の開催、合同企業説明会・面談会の開催
などにより、重点的なマッチング支援を実
施します。
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第2　多様な人材の活躍促進

3　雇用維持及び在籍型出向の取組支援

１　女性活躍・男性の育児休業取得等の促進
（１）男性が育児休業を取得しやすい環境の整備
①　仕事と育児や介護の両立を図りやすい職場環境の整備を支援するため、令和４年10月か
ら施行されている「産後パパ育休」をはじめ
とする改正育児・介護休業法の履行確保を
図るとともに、令和５年４月１日より施行
される1,000人超企業を対象とした育児休
業等取得状況の公表の義務化について、周
知徹底と着実な履行確保を図ります。
②　「産後パパ育休」のほか、「パパ・ママ育休プラス」や「育児目的休暇」等の男性の育児
に資する制度について、あらゆる機会を捉えて周知を
図るとともに、両立支援等助成金の活用を推進し、男
女とも仕事と育児を両立できる職場環境の整備に取り
組む事業主を支援します。
　　また、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみ
ん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」及び
「くるみんプラス」の認定を目指した取組を促します。

　休業を余儀なくされた労働者の雇用の維持・継続のための対策として、休業のほか教育訓
練、出向を通じて雇用維持に取り組む事業主に対して
「雇用調整助成金」の活用により支援を行います。
　また、労働者の雇用を維持しつつ、人材の有効な活
用を通じて生産性の維持・向上及び労働者のキャリア
アップ・能力開発を図る事業主に対して「産業雇用安
定助成金」の活用により支援を行います。

4　富山県雇用対策協定に基づく雇用対策の推進
　富山県と締結した雇用対策協定に基づき、人材育成・人材確保・雇用の維持に向けた支
援、誰もが働きやすい職場づくりの推進、ＵＩＪターンの促進、女性・高年齢者・就職氷河
期世代など多様な人材の活躍促進などについて、具体的な実施計画を策定し、国と地方公共
団体が連携して効果的な雇用対策に取り組みます。

　女性、就職氷河期世代、高年齢者などの多様な人材が活躍できるよう、個々の状況に応じ
た支援の実施や、誰もが仕事と家庭生活を両立できる雇用環境の整備を支援します。
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育児休業取得率の推移

次世代育成支援対策推進法に基づく認定マーク

子育て支援に積極的に取り組む企業に対して、厚生
労働大臣が認定する制度です。

令和5年１月末時点の県内認定状況
くるみん　　　　　５2社
プラチナくるみん　　４社

プラチナくるみん くるみん トライくるみん くるみんプラス

●雇用調整助成金

休業等計画・労使協定

休業等の実施

支給申請

労働局の審査

支給決定

休業等の具体的な内容を検討します。
労使間で休業に係る協定を締結します。

休業等の実施に基づき、支給申請をし
ます。

支給申請の内容について労働局が審査
します。

支給決定額が振り込まれます。

計画届に基づいて休業等を実施します。

0

20

40

60

80

100

0

3

6

9

12

15
98.1

83.2

5.1

2.8
3.9 3.0

8.1 8.86.2
7.5

12.7 14.0

82.2 83.0 81.6 85.1

98.2 98.2

99.1 98.8



２　新規学卒者等への就職支援
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（２）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援

（３）女性の活躍推進

（４）不妊治療と仕事の両立支援

①　ハローワーク富山、高岡に設置している「マザーズコーナー」において、担当者制による
きめ細かな個別支援など、ニーズに応じた支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠点
及び関係機関と密接に連携してアウトリーチ型の支
援やオンラインでの就職支援サービスを実施します。
②　女性就業支援センター（マザーズジョブとやま）
と連携して、働く意欲のある潜在求職者の掘り起し
や仕事と家庭の両立ができる求人の確保に積極的に
取り組むとともに、「マザーズコーナー」でマッチ
ング支援を実施します。
③　リカレント教育に資する職業訓練コースの設定や
時間的制約のある女性向けの短時間訓練及び託児
サービス支援付き訓練を設定し、子育てなどにより離職した女性の円滑な再就職を支援します。

①　令和４年７月から労働者数 301 人以上
の企業に義務付けられた「男女の賃金の差
異」に係る情報公表について、着実な履行
確保を図るとともに、差異の要因分析と情
報公表を契機とした雇用管理改善と一層の
女性の活躍推進に向けた取組を促します。
②　女性活躍推進法に基づく認定マーク「え
るぼし」及び「プラチナえるぼし」の周知
を行い、女性の管理職登用など、多くの企
業に認定を目指した取組を促します。

　不妊治療のために利用できる特別休暇制度
の導入等に関する各種助成金、マニュアル等
を活用しながら、不妊治療と仕事の両立がし
やすい職場環境整備の推進のための周知啓発
や相談支援を行います。
　また、不妊治療と仕事の両立支援に関する認定制度として令和４年度に創設された「くるみ
んプラス」の認定を目指した取組を促します。

　第二の就職氷河期世代をつくらないため、新規学卒者及び卒業後３年以内の者を対象に、新
卒応援ハローワークなどに配置された就職支援ナビゲーターの担当者制によるきめ細かな個別
支援に加え、就職活動開始前の学生などに対する職業情報の提供等を実施します。

プラチナえるぼし えるぼし3段階 えるぼし2段階 えるぼし1段階

女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業に対して、
厚生労働大臣が認定する制度です。

令和５年１月末時点の県内認定状況
えるぼし（3段階）14社
えるぼし（2段階）　 1社

女性活躍推進法に基づく認定マーク

★マザーズコーナーキッズスペース★
お子様を遊ばせながら、ゆっくりと職業相談
や求人検索ができます。
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管理的職業従事者に占める女性の割合の推移
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3.4
4.8

5.7

7.6
9.2

4.5
5.6

7.3

9.7 9.8

（資料出所：国勢調査）

（年）
0

2

4

6

8
10

12



4

（１）就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に応じたきめ細かな担当者支援

（２）フリーターへの就職支援

（３）派遣労働者に対する雇用安定措置の履行確保の徹底

　非正規雇用労働者などの早期再就職を支援するため、担当者制によるきめ細かな個別支援
や各種セミナー、ハロートレーニング（公的職業訓練）への誘導などの各種支援を実施する
など、求職者の個々の状況に応じた体系的かつ計画的な一貫した就職支援に取り組みます。

　フリーターを対象に「富山わかものハローワーク」などに配置された就職支援ナビゲー
ターによる就職支援プランの作成など就労支援、就職活動に必要な各種セミナーの開催、求
職者のニーズ、能力などに応じた個別求人開拓、就職後の定着支援の実施など、きめ細かな
個別支援を通じて正社員就職を支援します。

　労働者派遣法に基づき、同一の派遣先における派遣就業見込みが一定期間以上である派遣
労働者に対して、派遣終了後の雇用を継続させるための雇用安定措置の責務を果たすよう、
厳正な指導監督に取り組みます。

　また、新規学卒者などが適切に職
業選択を行い、正社員として活躍で
きる環境を整備するため、新規学卒
者などの募集を行う企業に対し、よ
り多くの職場情報を提供するように
促すとともに、雇用管理の優良な中
小企業に対しては、「ユースエール
認定」の取得勧奨を積極的に行いま
す。

３　非正規雇用労働者等への支援

４　就職氷河期世代の活躍支援
（１）

　「富山わかものハローワーク」に設置の就職氷河期世代
を対象とした専門窓口「ミドル世代就職応援コーナー」に
おいて、一人ひとりの課題や状況に応じて、キャリアコン
サルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へ
のあっせん、求職者の適性・能力などをふまえた求人開
拓、就職後の定着支援など、就職の準備段階から職場定着
までの一貫したチーム制による伴走型支援を実施します。

TEL 076-433-1661
F

KNB 

10 30 19 00
10 00 17 00

( 35 54 )

ハローワークの専門窓口（ミドル世代就職支援コーナー）における専門担当者
のチーム制による就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援
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（２）就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援
　富山労働局、富山県及び関係機関から構成される「とやま就職氷河期世代活躍支援プラッ
トフォーム」において、就職氷河期世代の方の活躍の機会を広げるため、支援策の周知広
報、企業説明会の開催などを通じ、正社員化等の支援を実施します。

　ハローワーク富山、高岡及び魚津に設置してい
る「生涯現役支援窓口」を中心に、高年齢者が応
募可能な求人の開拓や高年齢求職者の就労経験や
ニーズ等を踏まえた再就職支援を行います。
　また、富山県と一体的に実施している「とやま
シニア専門人材バンク」において、専門的知識・
技術等を有する高年齢者の就職支援と県内中小企
業における人材の確保を推進するとともに、富山
県と連携して出張相談会、就職支援セミナーを実
施し、登録者の拡大等に取り組みます。

　70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、令和３年４月に施行された改
正高年齢者雇用安定法の周知を図り、定年引き上げや継続雇用制度の導入等、65歳を超え
ても希望者が働き続けられることが可能な企業の普及・啓発を図るほか、60歳から64歳ま
での高年齢労働者の処遇改善を行う企業へ
の支援を行います。
　また、独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構富山支部と連携して事業所訪
問を行い、高年齢者の継続雇用延長等に関
する相談・援助サービスを提案するととも
に65歳超雇用推進助成金や高年齢労働者処
遇改善促進助成金の周知・活用により、環
境整備を促進します。

　富山県と一体的に実施している「とやまシニア専門人材バンク」と連携し、高年齢者が活
躍できる環境づくりと多様な雇用・就業ニーズに応じた支援に取り組みます。
　また、シルバー人材センターが、高年齢者の多様な就業・社会参加の受け皿として十分機
能するよう、地方公共団体と連携し、シルバー人材センターにおける就業機会拡大・会員拡
大などの取組を支援します。

５　高年齢者の就労・社会参加の促進

（人）

60～ 64歳 65～ 69歳 70歳以上
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14,329

（平成）30 （令和）元 （年）2 3 4

15,535 16,043 16,316 16,424

（１）高年齢者の就職支援の推進

（２）70歳までの就業機会確保に向けた環境整備

（３）地域における多様な就業機会の確保

60歳以上の常用労働者数の推移
（31人以上規模企業の状況）
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（１）障害者の活用促進、定着支援

（２）精神障害、発達障害、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

①　法定雇用率未達成企業に対しては、
事業所個別訪問を通じて、各種助成金
や支援策の周知・提案を行い職場の体
制・環境整備、職場定着にかかる助言、
支援を行うことによって、障害者雇用
に対する理解促進、人材マッチング等
に取り組みます。
　　特に障害者の雇用経験や雇用ノウハ
ウが不足している雇用ゼロ企業に対し
ては、ハローワークと地域の関係機関
（障害者職業センター、障害者就業・生
活支援センター、特別支援学校、福祉
施設など）と連携した「企業向けチーム支援」を実施することにより、障害特性について
事業主に理解を促進し、障害者の職域開発・職域拡大を図ります。
②　法定雇用率未達成の公的機関に対しては、速やかに法定雇用率を達成するために必要な
支援を実施するとともに、各機関の要望に応じて、関係機関と連携したチーム支援により
雇用の促進を図ります。
③　法定雇用率が令和6年4月から２．５％（公的機関は２．８％）、令和8年7月から２．７％
（3.0％）と段階的に引き上げられることについて、民間企業、公的機関に対して雇用率引
き上げの周知を行います。また、雇用率未達成企業の増加が見込まれるため、雇入れ支援
を積極的に行い、早期の雇用率達成を促進します。

①　精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者について、ハローワークの専門担当者
を中心に多様な障害特性に対応した就労支援を推進します。
②　精神障害者に対する就労支援を推進するため、就労パスポートの普及促進を図るととも
に、精神医療機関とハローワークとの連携による支援などを行います。また、精神・発達
障害者しごとサポーター養成講座などを実施し、職場における精神障害者・発達障害者を
支援する環境づくりを推進します。

　事業所訪問等による雇用管理状況の確認、改善のための助言・援助を行うとともに、雇用
維持のための相談・支援等についても積極的に実施します。

６　障害者等の活躍促進

（１）外国人労働者の適正な雇用管理の確保

７　外国人への支援

達成割合　富山県
実雇用率　富山県

達成割合　全国
実雇用率　全国

障害者実雇用率と達成企業割合の推移
　（各年６月１日現在）

※平成30年4月1日から障害者雇用率が2.2％に引き上げられている。
※平成30年4月1日から、精神障害者が障害者雇用義務の対象とされている。
※令和3年3月1日から障害者雇用率が2.3％に引き上げられている。

達
成
割
合

雇
用
率

（％） （％）

（平成）30 （令和 )元 32 4（年）

2.05

2.04

54.9 56.1 56.9
54.1 55.9

45.9 48.0 48.6 47.0 48.3

2.11

2.08

2.15

2.13

2.20

2.18

2.25

2.24

0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
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（２）外国人労働者への相談対応

　外国人労働者からの労働条件や労災補償
などに関する相談に対しては、引き続き、
局・署の通訳員や多国語対応電話等を活用
して適切に対応します。

　ハローワーク高岡に開設している「外国
人雇用サービスコーナー」において、通訳
員を配置し、早期再就職支援及び安定的な
就労の確保に向けた支援を実施します。

　ハローワークにおけるオンライン職業相談の実
施、就職支援セミナーのオンライン配信、ＳＮＳ等
を活用した情報発信の強化などにより、求職者ニー
ズに応じた求職活動ができるようオンラインサービ
スの向上を図ります。また、ハローワークインター
ネットサービスの利用促進を図るとともに、求職者
及び求人者に対し、マイページ開設・活用促進を図ります。

　同一労働同一賃金の実現に向けて、監督署との連携など
によりパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の
着実な履行確保を図ります。

①　「働き方改革推進支援センター富山」において、専門家に
よる業界別同一労働同一賃金マニュアルなどを活用した、
窓口相談や個別訪問支援、セミナーなどを実施します。

（３）外国人求職者に対する就職支援

８　ハローワークの職業紹介業務のオンライン化による求職者支援

事業所数 外国人労働者数

　（各年10月末現在）

外国人雇用事業所数・外国人労働者数の推移
（富山県）

（１）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）に向けて、非正規雇
用労働者の処遇改善や正社員化などの取り組みを一層推し進めていくとともに、職場
における総合的なハラスメント対策を的確に実施していきます。

第３　誰もが働きやすい職場づくり

（所） （人）

（平成）30 （令和）元 2 3 4（年）

（２）処遇改善や正社員化等を行う事業主への支援

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,751 1,925 2,103 2,163 2,207

10,334
11,844 12,027 11,467 12,221

１　同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

～パートタイム・有期雇用労働法、
　　  労働者派遣法のポイント～
１　不合理な待遇差の禁止
　同一企業内において、正社員と短時間労
働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間
で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につ
いて、不合理な待遇差を設けることが禁止
されています。

２　労働者に対する待遇に関する説明義務の
　強化
　短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労
働者は、  「正社員との待遇差の内容や理由」
などについて、事業主に説明を求めること
ができます。事業主は、短時間労働者・有
期雇用労働者・派遣労働者から求めがあっ
た場合は、説明をしなければなりません。
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②　非正規雇用労働者の企業内での正規雇用への転換、人材育成及び処遇改善に取り組む事
業主を支援する助成金などの周知を図ります。

　パワーハラスメント、セクシュアルハラ
スメント及び妊娠・出産・育休等に関する
ハラスメント等職場におけるハラスメント
防止対策を講じていない事業主に対し、確
実な法の履行確保を図ります。

①　事業主に対し、ハラスメント防止指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図り、自
主的な取り組みを促します。
②　学生等に対しては、一人で悩むことがないよう支援しつつ、学生等からの相談により事
案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求めます。

①　職場におけるハラスメント撲滅に向け、12月の「ハラスメント撲滅月間」を中心とし
て、事業主等への周知啓発を実施します。
②　いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策の推進のため、カスタマーハラスメント対
策企業マニュアル等を活用して、事業主の取組を促します。

　富山県地域両立支援推進チームの活動を通じて、県
内の関係者による横断的な取組の促進を図るととも
に、「事業場における治療と仕事の両立支援のための
ガイドライン」及び「企業と医療機関の連携のための
マニュアル」の周知を図ります。
　また、がんなどの疾病により、長期にわたる治療などが必要な求職者に対しては、ハロー
ワーク富山に設置している「長期療養者職業相談窓口」での支援及び連携拠点病院において
定期的な出張相談を実施するなど、個々の求職者の状況に応じた支援を実施します。

 適正な労務管理下で安心して働くことができるテレワークの導入・定着促進を図るため、
テレワークの導入や働き方の見直しについて相談があった企業等に対し、テレワーク相談セ
ンターの紹介及び同センターで開催するセミナーの周知等を行います。

（１）職場におけるハラスメント防止
　　　措置義務の履行確保

（２）就職活動中の学生等に対するハラスメント対策等の推進

（３）職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカスタマーハラ
　　　スメント対策の推進

２　総合的なハラスメント対策の推進

３　治療と仕事の両立支援

４　良質なテレワークの導入・定着促進

…

いじめ・
嫌がらせ 
758件

職場におけるハラスメント関連相談（令和４年）

パワハラ
394件

妊娠・育休等を理由
とした不利益 
97件

セクハラ 
53件

妊娠・育休等
ハラスメント 
60件



〈助成金を活用した設備等導入事例〉
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　自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したいなどの希望を持つ労働者が、希望に
応じて幅広く副業・兼業を行える環境の整備に向けて、「副業・兼業の促進に関するガイド
ライン」などの解説パンフレットを活用した周知を行います。

①　生産性を高めながら、労働時間の縮減や賃
金アップなど雇用管理改善に取り組む事業主
に対し、働き方改革推進支援助成金による支
援を行います。
②　働き方・休み方改善コンサルタントが、労
働時間改善方法や生産性向上などに関し、出
張相談による個別支援を行います。
③　「働き方改革推進支援センター富山」にお
いて、経済団体等と連携を図りつつ、窓口相
談や個別訪問支援、セミナーの実施等に加え、
業種別団体等に対する支援を実施します。
④　労働基準監督署に設置した労働時間相談・
支援コーナーにおける相談対応、労働時間相
談・支援班による説明会や個別訪問等により、改正労働基準法などの周知や、新しい働き
方に対応した適切な労務管理の支援等きめ細かな相談・支援を行うとともに、各種助成金
の活用促進を図ります。

①　医師について、富山県医療勤務環境改善支援センターなどと連携して医療機関への支援
を行うとともに、宿日直許可申請等に関する医療機関からの相談に対し、懇切丁寧に説明
や助言を行います。
②　自動車運送業について、令和６年４月から適用される新たな改善基準告示の内容を労働
時間等説明会において丁寧に説明して周知を図ります。また、トラック運送業については、
労働基準監督署において、発・着荷主等に対し、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させ
ないよう努めること等についての配慮を要請します。

１　長時間労働の抑制

〇レンタルの手間をなくし、かつ、計画的な現
場管理を行って労働時間を削減するため、貨
物用自動車を新規に購入。

働き方改革推進支援助成金を利用

第４　安心して働ける労働環境の整備

５　副業・兼業を行える環境の整備

　安全で健康に働くことができる労働環境の確保に向けて、労働基準法等の履行確保を図る
とともに、第14次労働災害防止計画に基づいた労働災害防止対策の取組を推進します。

（１）生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援

（２）時間外労働の上限規制適用猶予事業・業種への労働時間短縮等に向け
　　た支援

全国 富山県

（平成）29 30 2 3（令和 )元 （年）

（時間）

年間総実労働時間の推移

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,882
1,858

1,812

1,684 1,681

1,6321,621

1,734
1,769

1,781

◆

◆ ◆
◆

◆ ◆
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２　労働条件の確保・改善対策等

③　建設業について、建設労働者の処遇改善のための建設キャリアアップシステム等の普及を
推進するなど、長時間労働の抑制、人材確保対策の推進等に向けた支援を行います。

　各種情報から時間外・休日労働が１か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場及
び過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続き実施します。

　年次有給休暇の時季指定義務、時間単
位年休及び年休の計画的付与制度につい
て、10月の「年次有給休暇取得促進期間」
や、連続休暇が取得しやすい時季に集中
的な周知・広報を行います。

　事業場に対し監督指導を実施し、法令違反が確認された場合は確実な是正を指導するととも
に、重大・悪質な事案については司法処分も含め厳正に対処することにより、法定労働条件の
履行確保を図ります。

①　最低賃金制度が、賃金の低廉な労働者の労働条件
の改善を図るセーフティネットとして適切に機能す
るよう、県内の実情を踏まえ適正に最低賃金を改定
します。

（３）長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底

（４）年次有給休暇の取得促進

（１）法定労働条件の確保等

（２）最低賃金制度の適切な運営等

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果（令和３年度）

監督指導実施事業場

違法な時間外労働があったもの
　うち、時間外・休日労働時間数が月80時間超

過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの

32,025事業場

10,986（34.3%）
4,158（37.8%）

13,015（40.6%）

473事業場

177（37.4%）
65（36.7%）

215（45.5%）

区　　分 全　国 富　山　県

年次有給休暇取得率

49.4 51.1 52.4 
56.3 56.6 

44.2 
41.8 

45.1 

53.6 
51.0 

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

（％）

（平成）28 29 30 （令和 )元 2 （年）

全国計 富山県

（資料出所：就労条件総合調査　富山県については特別集計から作成）

372
331

283

357 356

0

50

100

150

200

250

300

350

400

賃金不払残業に関する相談件数

（平成）30 32 4（年）（令和 )元

（件）
監督指導の実施状況

時間額 効力発生日

908円 令4.10.1

富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類
されないはん用機械・装置、トラクタ、
金属工作機械、機械工具、ロボット、
自動車・同附属品製造業最低賃金

960円 令4.12.25

富山県電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信機械器
具製造業最低賃金 910円 令4.12.22

富山県百貨店，総合スーパー最低
賃金 915円 令4.12.28

富山県の最低賃金
件　　名

富山県最低賃金
（地域別最低賃金）

特
定
最
低
賃
金
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0

2,000
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16,000
（件）

総合労働相談件数と民事上の
個別労働紛争に係る相談件数の推移
総合労働相談（左軸）　　　個別労働紛争相談（右軸）

0

50

100

（件）
あっせん申請件数 助言・指導申出件数

（３）個別労働関係紛争の解決の促進

助言・指導、あっせん件数の推移

（平成）30 32 4（年）（令和 )元

（件）

8,275
9,840

12,395
11,111

9,325

2,391
3,040

3,618
2,982 2,607

（平成）30 32 4（年）（令和 )元

（平成 )25 26 27 28 29 30 （令和 )元 2 3 4

69 64
93

48 48

33 41

24

14 10

死
亡
者
数
（
人
）

②　的確な周知・広報及び監督指導等により、最低賃金の遵守徹底を図ります。
③　生産性向上のための設備投資等を行い賃金引上げ
に取り組む事業主を支援するため、業務改善助成金
等の活用促進を図ります。

　労働条件等あらゆる労働問題に関する相談にワンス
トップで対応する総合労働相談コーナーにおいて、事
案に応じた的確な相談対応及び適正かつ迅速な助言・
指導を実施するとともに、あっせんによる解決を図り
ます。

　「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活
用し、職場における感染防止対策について、取組を推進します。

３　労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
（１）職場における感染症拡大防止対策の推進

0

10

20

30

40

50

〈助成金を活用した設備等導入事例〉
〇賃金アップ実現とともに、人手不足の問題
を解決するために、深夜時間帯に無人稼働
できる自動ストックシステムを導入。

業務改善助成金を利用

（年）

労働災害発生状況の推移

死亡者数 死傷者数

死
傷
者
数
（
人
）

1,087
1,164

1,052 1,048
1,189 1,174

1,083
1,142

1,223

2,052
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18

11 13 11 11
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300

600

900

1,200
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2,100
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25 26 27 28 29 30 元 32 4

※令和4年は速報値である。

（平成） （令和）
（年）

①　重点業種となっている建設業、製造業、
第三次産業及び陸上貨物運送事業につい
て、それぞれの業種に応じた効果的な災
害防止対策の徹底を図ります。
②　休業４日以上の死傷災害の中で最も多く、
全体の17.5％を占める転倒災害について、
小売業、介護施設について＋Ｓａｆｅ協議
会を通じて業界における取組を推進するほ
か、引き続き労働災害防止団体等と連携の
上、「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」
を効果的に推進します。
③　高年齢労働者対策として、「高年齢労働
者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン（エイジフレンドリーガイドライン）」
に基づく取組の推進、「エイジフレンド
リー補助金」の周知を図ります。
④　建設業、警備業、製造業等の事業者に
対し、ＷＢＧＴ値の測定結果に基づき、作
業の一時中止、休憩の確保、水分・塩分
の補給など熱中症予防対策の周知を図り
ます。

　
　年間安全衛生管理計画の作成とこれに基
づく安全衛生活動の実施、リスクアセスメ
ント及び安全衛生活動の｢見える化」等の推
進、｢安全衛生優良企業公表制度」の周知と申請勧奨に努めます。

①　長時間労働やメンタルヘルス不調など
による健康障害を防止するため、長時間
労働者に対する医師による面接指導やス
トレスチェック制度をはじめとするメン
タルヘルス対策について、引き続き指導
等を行います。

（２）第14次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進

（３）自主的な安全衛生活動の促進

（４）労働者の健康確保・メンタルヘルス対策等の推進

（人）

主要産業別労働災害発生状況の推移

（平成）30 （令和）元 2 3 4 （年）

商業・その他の業種 製造業建設業
陸上貨物取扱業・道路貨物運送事業

0

300

600

900

1,200

1,500

被災者の年齢割合
（平成30年～令和4年計）

496

330

175

122

431

292
181

132

487

304
187

123

528

331
212

111

1,364

324

185

129

60歳～
27.1%

50～59歳
23.4%

40～49歳
21.3%

30～39歳
13.6%

20～29歳
14.7%

定期健康診断の有所見率の推移

48

50

52

54

56

58

60

62
（％）

55.7

53.0

56.2

53.2

57.0

53.6

57.1

53.8

57.2

54.1

57.8

55.5

59.8

56.5

61.1

58.3

60.9

58.7

59.5

58.3

富山県 全国
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４　労働保険制度の適正な運営

26,435 26,628 26,470 26,505 26,44026,435 26,628 26,470 26,505 26,440

430,774 439,369 444,211 447,050 440,072

367,188 369,597 370,904
350,250 355,698

367,188 369,597 370,904
350,250 355,698

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

450,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

（人）

業務上疾病発生状況の推移

25 26 27 28 29 30 元 2 43
（平成） （令和）

（年）
0

30

60

1,000

100

10

1

43

46
50

44

136

130

961

※令和4年は速報値である。

労働保険適用等状況

労災保険適用事業場数 雇用保険適用事業所数

29 30 元 2 3
（令和）（平成）

（事業場数） （人数）

（年度）

②　「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」や「健康保持増進計画助成金」
等の周知により、事業場における健康保持増進への取組の促進を図ります。

①　新たな化学物質規制にかか
る労働安全衛生関係法令につ
いて、その円滑な実施のため
の周知を図ります。
②　改正石綿障害予防規則の関
係事業者等への周知及び同規
則に基づく措置の徹底並びに
地方自治体との連携による指
導等を行い、特に建築物など
の解体・改修作業に従事する
労働者の石綿ばく露防止対策
の徹底を図ります。

①　窓口などでの周知に努める
とともに、局に設置している
電子申請体験コーナーを活用
した利用勧奨や電子申請利用
促進相談員を活用した事業主
支援を行い、電子申請のさら
なる利用促進を図ります。
②　労働保険未手続事業一掃業
務の受託業者などと連携し、
的確に未手続事業場を把握し
て手続指導を行い、自主的に
成立手続を行わない事業場に
ついては、職権成立手続を行
います。
③　高額滞納事業場及び複数年にわたり滞納している事業場に対しては、より効果的な滞納
処分の実施に努めるとともに、様々な機会を活用し、口座振替納付の周知及び利用促進を
図るなど、収納未済歳入額の縮減に努めます。
④　暫定措置の終了に伴い、原則どおりの料率に引き上げとなるため、事業主に対し周知す
るとともに適正な申告・納付の指導に努めます。

（５）化学物質等による労働災害防止対策の徹底

（１）労働保険適用徴収業務の適正な運営

19,733 19,725 19,771 19,683 19,60019,733 19,725 19,771 19,683 19,600

全数（右軸メモリ）
負傷に起因する疾病
じん肺及びじん肺合併症
化学物質による疾病（がんを除く）

83 74

57

19

33

17

46

36

15

41

1719 17

10 7

20

10

11

11 1310 14
7

3 1 8 2 0   6 87
4

5

101310
3 187

4
5

労災保険適用労働者数 雇用保険適用被保険者数



①　被災労働者等からの労災請求に対
し、迅速かつ公正な労災保険給付を
行うための事務処理を徹底するとと
もに、相談者等に対する懇切・丁寧
な説明等により行政サービスの向上
に努めます。
②　過労死等事案及び石綿関連疾患事
案については、認定基準に基づき、
的確な労災認定を徹底します。
③　業務に起因して新型コロナウイル
ス感染症に感染したものであると認
められる場合には、労災保険給付の対象となること等について積極的に周知を行います。

①　ハローワークの窓口など
において、雇用保険の被保
険者となったこと又は被保
険者でなくなったことの確
認を的確に行います。
②　ハローワークの窓口など
で電子申請手続を積極的に
勧奨するとともに、雇用保
険電子申請アドバイザーに
よる未対応事業所への訪
問・支援などにより、引き続き電子申請の利用促進を図ります。
③　雇用保険受給者の早期再就職を促進するため、再就職手当や就業促進定着手当などの周
知を徹底し、就職意欲の喚起を図ります。
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5,691 5,755

5,424
5,608

5,826

74.2 74.9 72.5
69.8 69.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

29 30 元 32

（億円）（人）

（年度）

労災保険給付額・新規受給者の推移
新規受給者数
給付額

（平成） （令和）

近年の過労死等事案に係る労災支給決定件数 【単位：件】

平成30年度

令和　元年度

令和　２年度

令和　3年度

近年の石綿関連疾患事案に係る労災等支給決定件数 【単位：件】

平成30年度

令和　元年度

令和　２年度

令和　3年度

19,733 19,725 19,771 19,765 19,866

367,188 369,597 370,904 368,432 366,726

10,948 10,964 11,082 11,812 10,590

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

29 30 元 32

（人） 適用事業所数 被保険者数 受給資格決定件数

（年度）（平成） （令和）

雇用保険業務取扱状況

（件数）

（２）労災保険制度の適正な運営

（３）雇用保険制度の適正な運営

計

18

14

14

11

石綿救済法

0

0

1

0

労災保険法

18

14

13

11

計

5

11

9

6

精神障害

3

8

5

4

脳・心臓疾患

2

3

4

2



FAX  076-432-6471

FAX  076-432-9145

富山労働局

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒930-8509　富山市神通本町１-５-５＜富山労働総合庁舎＞

（各課室ダイヤルイン）

（各課室ダイヤルイン）

総務部

●総務課

●労働保険徴収室

TEL  076-432-2727

TEL  076-432-2714

・・・・・・・・・

雇用環境・均等室

労働基準部

（各課室ダイヤルイン）職業安定部

    富山労働局総合労働相談コーナー 

●監督課・・・・・・・・・・・　TEL 076-432-2730　　　●健康安全課・・・・・・・・　TEL 076-432-2731

●賃金室・・・・・・・・・・・　TEL 076-432-2735　　　●労災補償課・・・・・・・・　TEL  076-432-2739

●職業安定課・・・・・・・・  TEL 076-432-2782　　　●需給調整事業室・・・・・  TEL 076-432-2718

●職業対策課・・・・・・・・  TEL 076-432-2793　　　●訓練課・・・・・・・・・・・・・  TEL 076-415-0242

●助成金センター・・・・・ TEL 076-432-9162、9172 ●雇用保険電子申請センター・・  TEL 076-432-9180

TEL  076-432-2740

TEL  076-432-2740

FAX  076-432-6089　(労働基準部全課室共通）

FAX  076-432-3801　(職業安定部全課室共通） 

FAX  076-432-6471

FAX  076-432-9145

FAX  076-432-3959

労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

富山労働基準監督署
富山総合労働相談コーナー

〒930-0008
富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎2階

TEL  076-432-9537
FAX  076-432-9539

高岡労働基準監督署
高岡総合労働相談コーナー

〒933-0046
高岡市中川本町10-21　高岡法務合同庁舎２階 

TEL  0766-23-6481
FAX  0766-23-6438

公共職業安定所等の付属機関  

富山わかものハローワーク 〒930-0805
富山市湊入船町９-１　とやま自遊館２階

TEL  076-433-1661
FAX  076-433-1670

富山新卒応援ハローワーク 〒930-0805
富山市湊入船町６-７　サンフォルテ２階

TEL  076-444-8305
FAX  076-444-8321

名　　　称 郵便番号・所在地 電話番号・ＦＡＸ番号 管轄区域

名　　　称 郵便番号・所在地 電話番号・ＦＡＸ番号 業務内容

富山市

高岡市、氷見市、
射水市

砺波市、小矢部市、
南砺市

魚津労働基準監督署 
魚津総合労働相談コーナー

〒937-0801
魚津市新金屋１-12-31　魚津合同庁舎４階 

TEL  0765-22-0579
FAX  0765-22-1668

砺波労働基準監督署
砺波総合労働相談コーナー

〒939-1367
砺波市広上町５-３

TEL  0763-32-3323
FAX  0763-32-3335

富山市富山公共職業安定所 〒930-0857
富山市奥田新町45

TEL  076-431-8609
FAX  076-443-1552

高岡市、射水市高岡公共職業安定所 〒933-0902
高岡市向野町3-43-4

TEL  0766-21-1515
FAX  0766-26-0612

魚津市、黒部市、
下新川郡

魚津公共職業安定所 〒937-0801
魚津市新金屋１-12-31　魚津合同庁舎１階

TEL  0765-24-0365
FAX  0765-24-6100

砺波市、小矢部市、
南砺市

砺波公共職業安定所 〒939-1363
砺波市太郎丸１-２-５

TEL  0763-32-2914
FAX  0763-33-1401

小矢部市砺波公共職業安定所 
小矢部出張所 

〒932-8508
小矢部市綾子5185

TEL  0766-67-0310
FAX  0766-67-3476

滑川市、中新川郡滑川公共職業安定所 〒936-0024
滑川市辰野11-６

TEL  076-475-0324
FAX  076-475-9097

氷見市氷見公共職業安定所 〒935-0023
氷見市朝日丘９-17

TEL  0766-74-0445
FAX  0766-74-0031

魚津市、黒部市、
滑川市、中新川郡、
下新川郡

概ね45歳未満の求職
者の職業に関する相
談と職業紹介
新規学校卒業予定者
の職業に関する相談
と職業紹介及び富山
安定所管内事業所の
学卒求人の受理
子育てをしながら、就
職を希望する方の職
業に関する相談と職
業紹介
県内安定所公開求人
のパソコンによる情
報提供や職業に関す
る相談と職業紹介

射水市地域職業相談室 〒934-0048
射水市布目１　射水市役所布目庁舎別館１階 

TEL  0766-82-1911
FAX  0766-82-1912

ハローワーク富山 
マザーズコーナー 

〒930-0805
富山市湊入船町６-７　サンフォルテ２階

TEL  076-461-8617
FAX  076-461-8647


